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 総務常任委員会委員 各位 
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参考資料の配付について 

 

 このことについて，令和８年２月１７日に開催された「函館市地域公共交通協

議会 令和７年度第５回総会」において議題として提出された資料を，下記のと

おり配付いたします。 

 

記 

 

〇 配付資料 

  ・函館市地域公共交通協議会 令和７年度第５回総会資料 

 

 

 

 

 

（計画推進室交通政策課 TEL 21-3625） 

 



函館市地域公共交通協議会令和７年度第５回総会 議題概要 

 

〇議題 

＜ 資料目次 ＞ 

資料１  七飯方面深夜乗合タクシーの運行について 

資料2  函館バス株式会社における路線バスの系統廃止等について 

資料3  函館市地域公共交通計画の評価について 

資料4-1 函館市地域公共交通協議会規約の改正について 

資料4-2 函館市地域公共交通協議会規約の修正案 

資料4-3 新旧対照表 

 

議題 
番号 議題 概要 

１ 
七飯方面深夜乗合タクシーの運行 

について 

株式会社桔梗ハイヤーが運行している，午後９時以

降に函館市内から七飯方面へ向かう乗合タクシー

について，運行内容の一部変更にあたり事前協議を

要するもの 

２ 
函館バス株式会社における路線バス

の系統廃止等について 

令和８年４月１日に，函館バス株式会社が実施を予

定するダイヤ改正のうち，路線の廃止等について事

前協議を要するもの 

３ 
函館市地域公共交通計画の評価につ

いて 

函館市地域公共交通計画について，令和６年度実施

事業の報告をし，評価について協議するもの 

４ 
函館市地域公共交通協議会の規約の

改正について 

規約上１名となっている副会長を２名に増員する

ほか，委員改選後，選任までの間の役職についての

取扱いを明文化するもの 



 

 

七飯方面深夜乗合タクシーの運行について 

（株式会社桔梗ハイヤー） 

 

１ 概要 

 平成１６年１２月から一般の乗合バスが終了した午後９時以降に、函館市内から七飯

方面へ向かう乗合タクシーを運行しているが、その運行にあたっては、路線を定めず、

旅客の需要に応じた運行を行う「区域運行」に分類されることから、地域公共交通会議

等において、地域交通のネットワークを構築する観点から路線定期運行との整合性がと

られているものとして協議が調っていることが許可（道路運送法第４条第１項）の前提

とされている。 

 

２ 経過 

 平成16年12月 旧道路運送法の特例許可により運行開始 

 平成18年10月 継続運行の申請に伴い函館市から北海道運輸局に対し同意書を提出 

 平成21年 5月 函館市生活交通協議会において協議 

 平成29年 3月 函館市生活交通協議会において運行内容変更を承認 

 平成31年 3月 函館市生活交通協議会において運行内容変更を承認 

令和４年 6月 函館市地域公共交通協議会において運行内容変更を承認 

 

３ 変更内容・理由 

（１）乗合便数の変更 

   夜間運行時間帯に勤務する乗務員数が少ないことから、別紙のとおり変更する。 

（２）地区の変更 

   現在、降車地Ａ地区は石川、北美原、桔梗となっているが、石川、北美原の利用 

が少ないことから、別紙のとおり変更する。 

（３）乗合料金の変更 

   令和７年 12月 1日より、函館交通圏で通常タクシーの運賃改定があったこと 

から、別紙のとおり変更する。 

 

４ 運行条件 

・当該事業に係る運行時間帯について、一般乗合バスが運行していない夜間の時間帯に

限ることとし、変更を要する場合は事前に協議会で協議を行うこと。 

・当該事業に使用する車両についてはタクシー事業と併用を認める。 

資料１ 
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便 函館駅前バス停 松風町バス停 中央病院バス停 五稜郭バス停

1便 21:10 21:12 21:18 21:20

2便 22:10 22:12 22:18 22:20

3便 23:10 23:12 23:18 23:20

4便 0:10 0:12 0:18 0:20

5便 1:10 1:12 1:18 1:20

便 函館駅前バス停 松風町バス停 中央病院バス停 五稜郭バス停

1便 21:10 21:12 21:18 21:20

2便 22:10 22:12 22:18 22:20

3便 23:10 23:12 23:18 23:20

便 函館駅前バス停 松風町バス停 中央病院バス停 五稜郭バス停

1便 21:10 21:12 21:18 21:20

2便 22:10 22:12 22:18 22:20

3便 23:10 23:12 23:18 23:20

12月31日、1月1日は運休

新旧対照表　　　　　　旧
平日の時刻表

日曜日、祝祭日の時刻表

新旧対照表　　　　　新
全日

12月31日、1月1日は運休

12月31日、1月1日は運休
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2025年 石川 北美原 桔梗 計 2026年 石川 北美原 桔梗 計

1月1日 木 0

1月2日 金 2 2

1月3日 土 5 5

1月4日 日 2 2

1月5日 月 1 2 3

1月6日 火 1 1

1月7日 水 3 3

1月8日 木 1 1

1月9日 金 1 5 6

1月10日 土 1 4 5

1月11日 日 0

1月12日 月 1 1

1月13日 火 1 1

1月14日 水 1 1

1月15日 木 4 4

1月16日 金 2 1 4 7

1月17日 土 1 2 3

1月18日 日 1 1

1月19日 月 1 2 3

12月20日 土 3 9 12 1月20日 火 2 2

12月21日 日 0 1月21日 水 1 1 2

12月22日 月 1 1 1月22日 木 1 1

12月23日 火 2 2 1月23日 金 1 1 7 9

12月24日 水 1 1 1月24日 土 2 6 8

12月25日 木 4 4 1月25日 日 1 1

12月26日 金 5 5 1月26日 月 0

12月27日 土 4 4 1月27日 火 1 1

12月28日 日 2 2 1月28日 水 1 1

12月29日 月 1 1 1月29日 木 1 2 3

12月30日 火 1 7 8 1月30日 金 2 1 3

12月31日 水 1月31日 土 1 6 7

石川 北美原 桔梗 計 石川 北美原 桔梗 計

合計 2 3 35 40 合計 10 8 69 87

A地区 A地区

A地区利用者の内訳

2
3

35

石川

北美原

桔梗

10

8

69

石川

北美原

桔梗
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旧
区域 料金

北美原

石川、桔梗

七飯町

大川、中野

七飯町

大中山、中島

七飯町

本町、緑町、鳴川

新
区域 料金

七飯町

大川、中野

七飯町

大中山、中島

七飯町

本町、緑町、鳴川

1,000円

1,200円

1,400円

1,600円

A

B

C

D

B

A

C

D

2,100円

2,300円

2,600円

3,000円

桔梗
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A B C D

北美原 七飯大川 大中山 本町

石川、桔梗 中野 中島 緑町、鳴川

令和５年 ３月 0
４月 127 65 27 88 307 126 2.44
５月 117 75 17 90 299 125 2.39
６月 125 59 18 114 316 122 2.59
７月 145 80 17 108 350 130 2.69
８月 120 45 13 83 261 103 2.53
９月 138 44 18 95 295 117 2.52
１０月 149 60 15 93 317 123 2.58
１１月 117 65 8 92 282 114 2.47
１２月 207 102 34 155 498 171 2.91

令和６年 １月 141 62 15 108 326 125 2.61
２月 131 45 11 95 282 116 2.43

合計 1517 702 193 1121 3533 1372 2.58
令和６年 ３月 174 71 35 122 402 140 2.87

４月 150 55 23 104 332 124 2.68
５月 137 61 21 91 310 126 2.46
６月 149 51 14 94 308 126 2.44
７月 139 56 19 102 316 125 2.53
８月 124 45 31 102 302 112 2.70
９月 114 54 11 84 263 104 2.53
１０月 118 52 14 82 266 111 2.40
１１月 114 64 28 99 305 116 2.63
１２月 185 91 35 159 470 161 2.92

令和７年 １月 110 76 24 102 312 120 2.60
２月 121 53 24 82 280 110 2.55

合計 1635 729 279 1223 3866 1475 2.62
令和７年 ３月 155 91 24 143 413 150 2.75

４月 126 78 25 100 329 126 2.61
５月 116 59 17 85 277 106 2.61
６月 102 54 23 93 272 110 2.47
７月 138 46 22 97 303 111 2.73
８月 114 67 16 74 271 97 2.79
９月 107 44 18 87 256 102 2.51
１０月 107 59 29 103 298 113 2.64
11月 97 55 15 72 239 93 2.57
12月 115 73 20 117 325 109 2.98

令和８年 1月 87 66 24 86 263 90 2.92
2月 0 #DIV/0!

合計 1264 692 233 1057 3246 1207
合計 4416 2123 705 3401 10645 4054

令和５年４月～令和８年１月　　　　　　　　　　　　　　　　

合計人数 合計台数 １台あたり人数
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本数 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ

北美原 七飯大川 大中山 本町 桜町 藤城

石川、桔梗 中野 中島 緑町、鳴川上藤城、飯田 峠下

29年 5月 781 323 84 321 60 22 1591 553 2.9
6月 807 303 91 365 47 29 1642 543 3.0
7月 880 314 111 410 47 17 1779 572 3.1
8月 849 327 108 444 65 19 1812 567 3.2
9月 765 307 102 396 65 23 1658 534 3.1
10月 737 330 83 386 52 17 1605 538 3.0
11月 687 301 76 393 45 16 1518 507 3.0
12月 1229 563 191 641 99 29 2752 801 3.4

30年 1月 875 362 112 477 62 22 1910 572 3.3
2月 649 276 76 318 35 16 1370 429 3.2
3月 1093 433 142 520 59 27 2274 674 3.4
4月 840 352 105 475 62 19 1853 543 3.4
合計 10192 4191 1281 5146 698 256 21764 6833 3.2

30年 5月 697 278 76 396 52 15 1514 484 3.1
6月 764 313 94 411 41 12 1635 495 3.3
7月 794 312 109 423 49 49 1736 523 3.3
8月 863 367 119 466 56 17 1888 555 3.4
9月 635 273 88 348 38 14 1396 437 3.2
10月 706 297 100 392 44 24 1563 494 3.2
11月 711 294 84 384 46 14 1533 473 3.2
12月 1216 527 184 669 98 36 2730 749 3.6

令和1年 1月 776 306 96 457 55 24 1714 512 3.3
2月 692 262 89 299 47 14 1403 437 3.2
3月 987 440 141 546 70 24 2208 628 3.5
4月 849 315 118 417 79 28 1806 530 3.4
合計 9690 3984 1298 5208 675 271 21126 6317 3.3

令和1年 5月 637 282 81 353 57 19 1429 435 3.3
6月 683 274 82 340 57 22 1458 443 3.3
7月 778 315 84 381 59 24 1641 481 3.4
8月 831 321 108 401 49 24 1734 493 3.5
9月 677 254 77 325 41 17 1391 419 3.3
10月 674 244 92 341 37 21 1409 421 3.3
11月 707 272 103 387 52 19 1540 423 3.6
12月 1101 456 148 611 75 25 2416 639 3.8

令和2年 1月 741 322 114 447 57 18 1699 472 3.6
2月 447 177 50 242 26 9 951 330 2.9
3月 186 106 35 146 20 8 501 217 2.3
4月 23 13 3 24 2 2 67 38 1.8

合計 7485 3036 977 3998 532 208 16236 4811 3.4
令和2年 5月 15 28 5 29 2 0 79 45 1.8

6月 52 45 6 37 2 0 142 93 1.5
7月 121 81 26 96 14 4 342 169 2.0
8月 126 59 15 89 10 3 302 149 2.0
9月 230 95 30 144 29 6 534 264 2.0
10月 310 112 26 151 30 4 633 278 2.3
11月 121 50 5 58 9 0 243 141 1.7
12月 109 49 6 65 3 2 234 169 1.4

令和3年 1月 41 29 6 32 2 1 111 79 1.4
2月 91 43 7 53 3 2 199 126 1.6
3月 148 82 22 99 10 2 363 187 1.9
4月 101 76 16 60 6 2 261 154 1.7

合計 1465 749 170 913 120 26 3443 1854 1.9

平成29年5月～令和4年4月　　　　　　　　　　　　　

合計台数 １台あたり人数合計人数
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本数 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ
北美原 七飯大川 大中山 本町 桜町 藤城

石川、桔梗 中野 中島 緑町、鳴川上藤城、飯田 峠下

令和3年 5月 68 50 5 31 4 0 158 103 1.5
6月 52 45 6 37 2 0 142 93 1.5
7月 160 60 23 79 13 3 338 205 1.6
8月 56 39 6 21 1 1 124 81 1.5
9月 11 28 3 12 3 0 57 49 1.2
10月 158 93 30 90 10 3 384 202 1.9
11月 194 107 31 129 13 8 482 221 2.2
12月 273 138 51 194 19 12 687 278 2.5

令和4年 1月 120 67 16 90 14 3 310 153 2.0
2月 6 15 1 4 0 2 28 25 1.1
3月 25 19 2 16 3 0 65 33 2.0
4月 25 19 4 16 4 0 68 39 1.7

合計 1148 680 178 719 86 32 2843 1482 1.9
合計 2228 1310 351 1407 168 64 5528 2861 1.9

合計人数 合計台数 １台あたり人数
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バス路線の路線廃止について 
 

 

 

 

 

１  バス路線の路線廃止      ・・・・・・・・・・・・・・・    １ページ 

① ４６･６４系統         ・・・・・・・・・・・・・・・    ２ページ 

運行経路図、利用状況 

② ５０系統          ・・・・・・・・・・・・・・・   ５ページ 

運行経路図、利用状況 

③ ５８･５８Ａ系統       ・・・・・・・・・・・・・・・    ８ページ 

運行経路図、利用状況 

④ ７０･７０Ａ系統      ・・・・・・・・・・・・・・・  １２ページ 

運行経路図、利用状況 

⑤ ７６Ａ系統           ・・・・・・・・・・・・・・・  １５ページ 

運行経路図、利用状況 

⑥ ８４系統             ・・・・・・・・・・・・・・・  １８ページ 

運行経路図、利用状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

函館バス株式会社 

資料２ 



１  バス路線の路線廃止 

函館バスでは令和８年４月１日に実施するダイヤ改正にあたり、将来にわたって

持続可能な輸送体制の構築を目的として下記の通りバス路線の変更を予定しており、

これらについて協議いたします。 

 

 

○協議事項一覧 

 対象系統 起終点 見直しの内容 実施日 

① 
４６系統 

６４系統 

共愛会病院正門前 

⇔(大川団地東･桐花通中央･亀田支所前･ 

神山通･吉田眼科病院･柏が丘通･五稜郭) 

⇔共愛会病院正門前 

系統廃止 

一部路線廃止 

(平日 8 便/日⇒0 便/日) 

R8.4.1 

(2026.4.1) 

② ５０系統 

東山墓園裏 

⇒(東山団地･神山通･亀田支所前･ 

赤川入口･赤川小学校･はこだて未来大学) 

⇒赤川 

系統廃止 

一部路線廃止 

(全日 1 便/日⇒0 便/日) 

③ 
５８系統 

５８Ａ系統 

亀田支所前 

⇒(蔦屋書店前･美原台団地･保育園通･ 

58 系統…四稜郭入口･神山 2 丁目) 

58A系統…赤川通･東山墓園裏･神山通) 

⇒亀田支所前 

系統廃止 

一部路線廃止 

(平日 7 便/日⇒0 便/日) 

(土日祝 6便/日⇒0 便/日) 

④ 
７０系統 

７０Ａ系統 

銭亀沢中学校前 

⇒(坂の下･鱒川入口･旭岡小学校前･ 

湯倉神社前･亀田支所前･石川町中央) 

⇒函館高等支援学校 

経路変更 

一部路線廃止 

(全日 1 便/日⇒1 便/日) 

⑤ ７６Ａ系統 

旭岡中学校前 

⇒(旭岡小学校前･湯倉神社前･亀田支所前･ 

昭和･流通センター会館) 

⇒昭和ターミナル 

系統廃止 

一部路線廃止 

(平日 1 便/日⇒0 便/日) 

⑥ ８４系統 

サッポロドラッグストアー日乃出店前 

⇒(的場公園前･人見町団地前･ＮＴＴ前･ 

五稜郭病院前･五稜郭･巴中学校) 

⇒サッポロドラッグストアー日乃出店前 

系統廃止 

一部路線廃止 

(平日 8 便/日⇒0 便/日) 
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①  ４６・６４系統  

 

（１）見直しの内容：系統廃止および一部路線廃止 

 

（２）路線の概要 

 ＜現行＞ ＜見直し後＞ 

運行経路 

共愛会病院正門前 

⇔宮前町・大川団地東・桐花通中

央・富岡中央公園・亀田支所前・

神山通・鍛冶団地・本通２丁目・

花通橋・稲荷神社前・大妻高校前・

五稜郭病院前・五稜郭・函館税務

署入口 

⇔共愛会病院正門前 

 

※一部停留所省略 

系統廃止 

 

一部路線廃止 

運行回数 【平日】8便／日 

系統キロ 
【４６系統】14.0km 

【６４系統】13.6km 

 

（３）見直しの考え方 

（ア）   地域における生産年齢人口の減少に伴い、当社の乗務員数も減少傾向

にあります。将来にわたり持続可能な輸送体制を構築するため、現在の

乗務員数に適した運行規模へ適正化を図る。 

（イ）   当系統については、路線バス本来の役割である「大量輸送」の観点か

ら、地域交通の骨格となる幹線道路の輸送体制維持にリソースを集中さ

せるため、系統廃止を実施。 

（ウ）   当系統の廃止により、一部区間において路線廃止を伴う。（別添資料

参照） 
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②  ５０系統  

 

（１）見直しの内容：系統廃止および一部路線廃止 

 

（２）路線の概要 

 ＜現行＞ ＜見直し後＞ 

運行経路 

東山墓園裏 

⇒函館バス団地・生協団地前・東

山団地・神山通・亀田支所前・赤

川入口・赤川小学校前・はこだて

未来大学 

⇒赤川 

 

※一部停留所省略 

系統廃止 

 

一部路線廃止 

運行回数 
【平日】1便／日 

【土日祝】1便／日 

系統キロ 9.2km 

 

（３）見直しの考え方 

（ア）     地域における生産年齢人口の減少に伴い、当社の乗務員数も減少傾

向にあります。将来にわたり持続可能な輸送体制を構築するため、現在

の乗務員数に適した運行規模へ適正化を図る。 

（イ）   当系統については、路線バス本来の役割である「大量輸送」の観点か

ら、地域交通の骨格となる幹線道路の輸送体制維持にリソースを集中さ

せるため、系統廃止を実施。 

（ウ）   当系統の廃止により、一部区間において路線廃止を伴う。（別添資料

参照） 

 
系

統

番

号

昭

和

営

業

所

東

山

墓

園

裏

東

山

団

地

神

山

通

亀

田

支

所

前

赤

川

通

赤

川

入

口

赤

川

小

学

校

は

こ

だ

て

未

来

大

学

赤

川

50 7:18 7:22 7:25 7:32 7:39 7:41 7:44 7:48 7:53

70A 7:48 7:52 7:56

55G 7:52 － － － 8:00 8:07 8:09 8:12 8:16 8:21
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③  ５８・５８Ａ系統  

 

（１）見直しの内容：系統廃止および一部路線廃止 

 

（２）路線の概要 

 ＜現行＞ ＜見直し後＞ 

運行経路 

【５８系統】 

亀田支所前 

⇒蔦屋書店前・藤岡眼科前・保育

園通・四稜郭入口・神山２丁目 

⇒亀田支所前 

【５８Ａ系統】 

亀田支所前 

⇒蔦屋書店前・藤岡眼科前・保育

園通・赤川通・神山２丁目・東山

墓園裏・神山通 

⇒亀田支所前 

※一部停留所省略 

系統廃止 

 

一部路線廃止 

運行回数 
【平日】7便／日 

【土日祝】6便／日 

系統キロ 
【５８系統】9.3km 

【５８Ａ系統】13.2km 

 

（３）見直しの考え方 

（ア）   地域における生産年齢人口の減少に伴い、当社の乗務員数も減少傾向

にあります。将来にわたり持続可能な輸送体制を構築するため、現在の

乗務員数に適した運行規模へ適正化を図る。 

（イ）   当系統については、路線バス本来の役割である「大量輸送」の観点か

ら、地域交通の骨格となる幹線道路の輸送体制維持にリソースを集中さ

せるため、系統廃止を実施。 

（ウ）   当系統の廃止により、一部区間において路線廃止を伴う。（別添資料

参照） 
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④  ７０・７０Ａ系統  

（１）見直しの内容：経路変更および一部路線廃止 

（２）路線の概要 

 ＜現行＞ ＜見直し後＞ 

運行経路 

銭亀沢中学校前 

⇒豊原町・坂の下・鱒川入口・旭

岡小学校前・湯川団地中央・湯倉

神社前・花園町・東山団地・亀田

支所前 

【７０系統】 

⇒昭和ターミナル 

【７０Ａ系統】 

⇒石川町中央・函館高等支援学校 

※一部停留所省略 

鱒川入口 

⇒旭岡小学校前・湯川団地中央・

湯倉神社前・花園町・東山団地・

亀田支所前・石川町中央 

【７０系統】 

⇒昭和ターミナル 

【７０Ａ系統】 

⇒石川町中央・函館高等支援学校 

※一部停留所省略 

運行回数 
【平日】1便／日 

【土日祝】1便／日 

【平日】1便／日 

【土日祝】1便／日 

系統キロ 
【７０系統】19.6km 

【７０Ａ系統】22.6km 

【７０系統】13.4km 

【７０Ａ系統】16.4km 

 

（３）見直しの考え方 

（ア）    地域における生産年齢人口の減少に伴い、当社の乗務員数も減少傾

向にあります。将来にわたり持続可能な輸送体制を構築するため、現在

の乗務員数に適した運行規模へ適正化を図る。 

（イ）   始発地点である「銭亀沢中学校前」から「旭岡」区間における利用実

績が低調である状況に鑑み、当該区間の短縮を実施。運行経路の短縮化

により乗務員の拘束時間を削減し、勤務体制の適正化を図る。 

（ウ）   当系統の廃止により、一部区間において路線廃止を伴う。（別添資料

参照） 

 
系

統

番

号

銭

亀

沢

中

学

校

前

豊

原

町

坂

の

下

鱒

川

入

口

旭

岡

団

地

旭

岡

小

学

校

前

ト

ラ

ピ

ス

チ

ヌ

入

口

湯

川

団

地

中

央

戸

倉

町

湯

倉

神

社

花

園

町

東

本

通

東

山

団

地

神

山

通

亀

田

支

所

前

昭

和

タ
ー

ミ

ナ

ル

石

川

学

園

台

石

川

町

中

央

函

館

高

等

支

援

学

校

70A(改正前) 7:06 7:08 7:11 7:16 7:18 7:21 7:25 7:28 7:33 7:36 7:41 7:46 7:48 7:52 7:56 8:00 8:02 8:05 8:09

70A(改正後) 7:16 7:18 7:21 7:25 7:28 7:33 7:36 7:41 7:46 7:48 7:52 7:56 8:00 8:02 8:05 8:09
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⑤  ７６Ａ系統  

 

（１）見直しの内容：系統廃止および一部路線廃止 

 

（２）路線の概要 

 ＜現行＞ ＜見直し後＞ 

運行経路 

旭岡中学校前 

⇒旭岡小学校前・湯川団地中央・

湯倉神社前・花園町・東山団地・

亀田支所前・昭和・流通センター

会館 

⇒昭和ターミナル 

 

※一部停留所省略 

系統廃止 

 

一部路線廃止 

運行回数 【平日】1便／日 

系統キロ 17.4km 

 

（３）見直しの考え方 

（ア）   地域における生産年齢人口の減少に比例して、当社の乗務員数も地域

規模に即した水準へと推移しており、将来にわたり持続可能な輸送体制

を構築するため、現在の乗務員数に基づいた運行規模へと適正化を図る。 

（イ）   「昭和ターミナル」以降における利用実績が低調である状況に鑑み、

当該区間の短縮を図るため当系統を廃止し、代替便として「昭和ターミ

ナル」終点の７６Ｂ系統を設定。運行経路の短縮化により乗務員の拘束

時間を削減し、勤務体制の適正化を図る。 

（ウ）   当系統の廃止により、一部区間において路線廃止を伴う。（別添資料

参照） 

 
系

統

番

号

旭

岡

中

学

校

前

旭

岡

団

地

旭

岡
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学

校

前
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ピ

ス
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ヌ

入

口

湯

川

団

地

中

央

戸

倉

町

湯

倉

神

社

前

花

園

町

東

本

通

東

山

団

地

神

山

通

亀

田

支

所

前

昭

和

タ

ー

ミ

ナ

ル

昭

和

流

通

セ

ン

タ

ー

会

館

昭

和

昭

和

タ

ー

ミ

ナ

ル

76A 6:58 7:00 7:03 7:06 7:09 7:14 7:17 7:22 7:26 7:28 7:32 7:36 7:39 7:41 7:49 7:54 7:57

76B 6:58 7:00 7:03 7:06 7:09 7:14 7:17 7:22 7:26 7:28 7:32 7:36 7:39
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⑥  ８４系統  

 

（１）見直しの内容：系統廃止および一部路線廃止 

 

（２）路線の概要 

 ＜現行＞ ＜見直し後＞ 

運行経路 

サッポロドラッグストアー 

日乃出店前 

⇒的場公園前・人見町団地前・柏

稜高校前・ＮＴＴ前・五稜郭病院

前・五稜郭・巴中学校 

⇒サッポロドラッグストアー 

日乃出店前 

 

※一部停留所省略 

系統廃止 

 

一部路線廃止 

運行回数 【平日】8便／日 

系統キロ 
6.2km 

※函館バスセンター入出庫時…7.2km 

 

（３）見直しの考え方 

（ア）  地域における生産年齢人口の減少に伴い、当社の乗務員数も減少傾向

にあります。将来にわたり持続可能な輸送体制を構築するため、現在の

乗務員数に適した運行規模へ適正化を図る。 

（イ）   当系統については、路線バス本来の役割である「大量輸送」の観点か

ら、地域交通の骨格となる幹線道路の輸送体制維持にリソースを集中さ

せるため、系統廃止を実施。 

（ウ）   当系統の廃止により、一部区間において路線廃止を伴う。（別添資料

参照） 
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函館市地域公共交通計画の
令和６年度評価について

令和８年２月

函館市

資料３



・本計画は函館市が令和6年1月に，地域の公共交通政策のマスタープランとして策定。（計画
期間：令和６年度～令和１０年度）本市の公共交通課題として，人口減少等による公共
交通利用者の減少，運転手不足等をあげ，これに対して「まちづくりと一体となった，将来にわ
たって持続可能な公共交通ネットワーク」を構築することを基本理念としている。
・本計画は法律上，毎年度，施策の実施状況についての調査・分析及び評価を行うよう努める
ものとされており，函館市地域公共交通協議会において構成機関の認識の共通化を図りつつ，
進捗を管理して運用する必要がある。（地域公共交通の活性化及び再生に関する法律第7条
の2第1項）

1-1. 函館市地域公共交通計画について

課題①：バス路線網が複雑に入り組んでいるなど，高齢者の

通院・買物，通勤・通学，観光客にとって利用しに

くい

課題②：路線バスなどの公共交通の利便性が低いエリアが

存在

課題③：人口減少に加え，コロナ禍により，路線バスなど

の利用者数が低迷

課題④：バス・タクシードライバーの高齢化などにより，

公共交通の担い手が不足

まちづくりと一体となった
将来にわたって持続可能な
公共交通ネットワークの構築

●解決すべき公共交通の課題

●函館市地域公共交通計画の基本理念

七飯町

鹿部町

北斗市

森町

東部地区
北東部地区

中央部地区

西部地区

東央部地区

北部地区

函館市全域
凡例

新幹線 主要交通結節点

JR在来線 補完交通結節点

市電 幹線交通

道南いさりび鉄道 フィーダー交通

交通機関軸 結節点内交通

空港

フェリーターミナル

●目指すべき将来の公共交通ネットワーク

1



・本計画においては，基本理念に基づき，基本方針と計画目標を掲げ，計画目標達成のた
め，７種の施策に取り組むこととしている。
・また，計画の評価指標として５項目を挙げており，本指標にもとづきモニタリングを行う。

１-2. 函館市地域公共交通計画の施策・評価指標について

基本方針Ⅰ

市民生活を

支える効率的で

利便性の高い

公共交通ネット

ワークの形成

基本方針

基本方針Ⅱ

来訪者に

とっても

わかりやすい

公共交通の形成

基本方針Ⅲ

公共交通の

持続性の確保

計画目標 施策

② 地区特性に応じた運行形態の
見直しによる交通の確保

③ バス路線網を踏まえた交
通結節点の乗継利便性向上

⑦ 公共交通ドライバーの確保

⑥ 来訪者にとっても公共交通を
利用しやすい環境の構築

計画目標①

地区特性に応じた

最適な運行形態による

移動サービスの導入と再編

計画目標②

交通機関間の接続の

円滑化

計画目標③

公共交通の利便性向上と

意識醸成による利用促進

計画目標④

地域公共交通の担い手

確保

① バス路線の維持および効率的な
公共交通ネットワークの形成

④ 新技術を活用した
新たな移動サービスの活用検討

⑤ 公共交通の利用促進に
向けたソフト施策の推進

2

評価指標
目 標 値
( 現 状 )

① 公共交通利用者数の
減少率と
人口減少率の差

利用者数
減少率

≦人口減少率

② 乗合バス事業
経常収支率

７５％
(６７．６％)

③ 主要交通結節点
利用者数

5,750人/日
（5,224人/

日）

④ 公共交通利用者の
満足度

３０％
（２２％）

⑤ 公共交通ドライバーの
確保に向けた
イベントの参加人数

３０人/回



２-１. 函館市地域公共交通計画における施策

施 策 取組内容

①バス路線の維持および効率的な
公共交通ネットワークの形成

１ 補助金の活用によるバス路線の維持
函館市バス生活路線維持費補助
金など

２ 系統の集約化などによる運行効率化

②地区特性に応じた運行形態の
見直しによる交通の確保

３
路線バス利用者が少ないエリアの
運行形態の見直し

運行車両の小型化，予約運行方式
や自家用有償旅客運送など

４
公共交通の利便性が低いエリアの
解消に向けた新たな交通の導入検討

AIデマンド交通など

③バス路線網を踏まえた交通結節点の
乗継利便性向上

５ 情報発信の充実 スマートバス停など

６ ダイヤ見直しによる接続性向上
路線バス同士や他の交通機関との
接続性など

７ バス停の待合環境向上
バス停付近の商業施設との連携な
ど

④新技術を活用した新たな
移動サービスの活用検討

８ AI デマンド交通の活用検討

９
グリーンスローモビリティ（グリスロ）
の活用検討

10
環境に配慮した公共交通の実現に向けた
新たなバス車両の導入検討

EVバスなど

⑤公共交通の利用促進に向けた
ソフト施策の推進

11
広報・イベント活動による公共交通の
利用促進

スマートムーブデー，乗り方教室な
ど

12 地域住民との意見交換会の実施

⑥来訪者にとっても公共交通を
利用しやすい環境の構築

13
ICT 技術などの活用によるシームレスな
乗継情報の提供

GTFSデータの活用，MaaSなど

⑦公共交通ドライバーの確保 14 公共交通ドライバーの魅力などの発信 運転手合同就職相談会など 3



・（函館市）函館市バス生活路線維持費補助金の交付
市内で運行する生活路線の運行赤字を対象に，国や北海道と協調しながら補助

金を交付している。
・（協議会）地域内フィーダー系統確保維持費国庫補助金の活用
市道高松新湊線の沿線を運行する望洋団地線（函館バス㈱）の維持のため，国

庫補助金を活用すべく，必要となる事項について協議を行った。

２-２. 施策①バス路線の維持と効率的な公共交通ネットワークの形成

■函館市バス生活路線維持費補助金

下記３種の補助金を支出（合計：59,334,001円）

①地域間幹線系統維持費補助金

複数市町村にまたがる幹線系統に対し

国・道にて補助金を支出しているが，その
補助対象経費から除外されてしまう一部に
対し，市から支出している補助金

3系統
10,394,000

円

②広域生活交通路線維持費補助金

系統キロ程が10km以上の広域的に運
行する生活路線について，道と協調して支
出している補助金

7系統
11,785,000

円

③函館市生活交通路線維持費補助金

経路上の全てのバス停留所が函館市内

に設置されている路線の赤字額の一部に対
し，市単独で支出している補助金

85系統
37,155,001

円

■地域内フィーダー系統確保維持費国庫補助金
の活用

幹線系統を補完する，赤字の支線（フィーダー）の運行経
費に対して国が支出している補助金。本補助金の活用にあ
たり必要となる，運行計画の策定や，運行後の評価に係る
協議を函館市地域公共交通協議会にて協議を行っている。

4



・（協議会）西部地区AIデマンド交通の実証運行の実施
効率的かつ利便性の高い公共交通ネットワークを意識した，地区特性に応じた最

適な運行形態導入に向けた検討・取組を進める中で，函館山山麓の急な斜面に宅
地が立地しており，狭隘な細街路も多く，バス停・電停までの距離が遠いなど交通上
の課題を抱えていた西部地区において，ＡＩデマンド交通の実証運行を行った。

施策②地区特性に応じた運行形態の見直しによる交通の確保

施策④新技術を活用した新たな移動サービスの活用検討

実施主体 函館市地域公共交通協議会

運行期間
令和６年１０月１５日（火）～
令和７年２月１１日（火）１２０日間

運行範囲
西部地区の右記黄色着色箇所
（入舟町・船見町・弥生町・弁天町・大町・末広町・元町・
青柳町・谷地頭町・住吉町・宝来町）

運行事業者
・ＡＩ配車システム・・・(株)未来シェア
・車両運行，予約受付・・・函館第一交通(株)

運賃 大人 300円 小児・身体障がい者等 150円ほか

利用方法
・電話またはWebから予約
・乗合運行

運行車両 タクシー車両２台

実施結果
全体予約数:１，９７９件
延べ利用者数（使用座席数）:２，１９０人

5

２-３.



・（函館バス㈱）スマートバス停の設置
函館駅前４番のり場および函館山山頂バスのりばへ，スマートバス停をそれ

ぞれ１基導入し，運用を開始。これにより，観光客や地域住民に向けてリア
ルタイムの運行情報の提供や，観光客へのわかりやすい案内が可能となり，観
光の移動がより便利になることが期待される。

２-４. 施策③バス路線網を踏まえた交通結節点の乗継利便性向上

6（※資料：函館バス㈱）

●函館駅前 ●函館山山頂



・（協議会，協力：函館バス㈱）バスの乗り方教室の開催
市内小学校１校にて，路線バスの利用方法に関する理解醸成や

バス運転手への興味喚起を図った。
・（函館バス㈱）バス冒険キング等の実施

夏・冬休み期間の市内小中学生を対象とした利用促進策等を実施

２-５. 施策⑤公共交通の利用促進に向けたソフト施策の推進

バスの乗り方教室

函館バス㈱の協力により，函館市立弥生小
学校にて，同校１・2年生を対象として，路線
バスの利用方法やバス運転手の仕事等について
説明を行ったほか，同校敷地内に路線バスを配
車し，乗車方法について体験学習を実施した。

7

バス冒険キング等

小中学生を対象とし
て，夏休み・冬休み期
間中に函館バス車内
で「記名式のICAS 
nimocaカードをはじめ
とするニモカカード」で支
払った乗車料金のうち，
半額が後日ポイント
バックされる。
その他，函館バス㈱

では，函館ポールス
ターにおけるバスフェス
ティバルの開催等，利
用促進に向けた取組
を行っている。

（※資料：函館バス㈱）



・（函館地区バス協会・道南地域公共交通活性化協議会）
バス運転手合同就職相談会の開催

道南地域のバス会社が会場に集まり，直接就職相談を行うことができる就職
相談会を３回開催

・（函館市）公共交通運転手確保事業費補助金の開設
新たに採用する運転手の二種免許取得に係る経費を全額負担する事業者に

対して交付する補助金を開設した。

２-６. 施策⑦公共交通ドライバーの確保

バス運転手合同就職相談会 函館市公共交通運転手
確保事業費補助金

• 道南のバス会社やハローワー
クの各担当者が，バス運転
手の仕事に興味関心のある
方に対し，就職相談を行う
取組

• 函館市も参画している道南地
域公共交通活性化協議会と
函館地区バス協会が共催し，
令和５年度から実施

• 会場は市内（渡島総合振興
局）のほか，東京都会場と
もリモート接続して相談受付
を実施。

• 深刻化するバスおよびタクシーの
運転手不足を受け，公共交通
運転手の確保を図ることで，将
来にわたって持続可能な公共交
通ネットワークを構築するため，
運転手に必要となる二種免許
取得に係る経費を全額補助す
る公共交通事業者に対して支
援

8

バス １社 3名 328,925円

タクシー ３社 23名 1,797,938円

（※資料：道南地域公共交通活性化協議会）



３-１. 函館市地域公共交通計画における評価指標

評価指標 現状値 目標値 指標の考え方 目標値の考え方
対応する
目標

1
公共交通利用者数の
減少率と
人口減少率の差

公共交通
利用者数の減少率
＞人口減少率

公共交通
利用者数の減少率
≦人口減少率

（令和10年度）

人口減少の中でも路線バスお
よび路面電車利用者数の減少
を抑制し，持続可能な公共交
通が実現しているかを評価

基準年度（令和4年
度）から算出年度の
減少率を比較

①②③

2
乗合バス事業
経常収支率

67.6%
（令和元年度）

75%
（令和10年度）

経営面から持続可能な公共交
通を構築できているかを評価

函館バス（株）の乗
合バス事業の経常収
支率
（コロナ前の数値を
基準）

①②③

3
主要交通結節点
利用者数

5,224人/日
（令和3年度）

5,750人/日
（令和10年度）

主要交通拠点の利用状況を評
価することで，公共交通がま
ちの賑わいに寄与しているか
を評価

函館駅前，五稜郭，
亀田支所前，湯倉神
社前バス停の総利用
者数（バスICカード
利用者）

②③

4
公共交通利用者の
満足度

22%
（令和4年度）

30%
（令和10年度）

本計画にて定めた利便性に関
する各種施策等により，公共
交通に対する市民の満足度の
向上が図られているかを評価

市民を対象としたア
ンケート調査におけ
る，路線バス・市電
に対する満足度

③

5
公共交通ドライバー
の確保に向けた
イベントの参加人数

－
30人/回

（令和10年度）

本計画にて定めた担い手確保
に関する各種施策等により，
公共交通ドライバーに対する
関心度を評価

公共交通ドライバー
募集に関するイベン
トを対象

④

9



・公共交通利用者数（函館バス㈱の路線バスおよび函館市電）は，基準年
とした令和4年度から増加傾向にあり，減少率はマイナスとなっている。
・減少を続けている函館市の人口と比較すると，公共交通利用者数の減少
率が少ないことから，令和6年度時点で目標は達成している。

３-２. 指標①公共交通利用者数の減少率と人口減少率の差

R4 R5 R6

■バス利用者数
(函館・昭和・日吉営業所の
在籍車両の実績による）

6,394 7,297 7,676

■市電利用者数 4,436 4,990 5,506

■合計 10,830 12,287 13,182

減少率 △13.45% △21.71%

R4 R5 R6

■総人口 242,467 238,213 234,530

減少率 1.75% 3.27%

●公共交通利用者数 ●函館市総人口

令和６年度の公共交通利用者数の減少率
▲２１．７１％ ＜

人口減少率 ３．２７％

10
（※資料：函館バス㈱，函館市交通事業会計決算書，函館市（住民基本台帳人口））



・収支率は改善を続けており，基準年とした令和元年度の数値よりも上昇して
いるが，目標値には至っていない。
・今後はさらなる利用促進等により，経営面から持続可能な公共交通の構築
を図る必要がある。

３-３. 指標②乗合バス事業収支率（函館バス㈱の数値）

※収支率の算出方法は，
経常収益÷経常費用×100

11（※資料：函館バス㈱）

R元 R2 R3 R4 R5 R6 目標値

収支率 67.58 59.44 56.81 62.32 67.85 70.45 72.1
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・評価指標は，函館駅前・五稜郭・亀田支所前・湯倉神社前の主要交通拠
点の総利用者数（乗降者数）としている。
・令和3年度以降増加し，令和６年度は前年度を下回ったものの，目標値
を超えた状態にあることから，今後も施策を継続し，目標値以上の値の維持
を図る。

３-４. 指標③主要交通結節点利用者数

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 目標値

利用者数 5124 5130 6275 6129 5750

0
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6000

7000
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※利用者数は
各年度１０月
のnimocaデータ
により，各バス
停の乗降者数
総数を，31日
で除算した１日
平均利用者数を
使用

（※資料：函館バス㈱）

R3 R4 R5 R6 目標値

合計 5,224 5,130 6,275 6,129

5,750

函館駅前 1,239 1,716 1,890 2,072

五稜郭 2,147 1,273 2,114 2,062

亀田支所前 1,161 1,435 1,547 1,373

湯倉神社前 677 706 724 622



・「バス運転手合同就職相談会」の参加者数は，全３回で計５７人，１回平均
では１９人となり，目標値５０人／回を下回っている。
・今後は参加者数を増やすために，開催方式や周知方法の工夫等について検討す
る必要がある。
・なお，採用者は計１４名となっており，運転手の獲得には寄与している。

３-５. 指標⑤公共交通ドライバーの確保に向けたイベントの参加人数

開催日 会場 参加者数 ※採用実績

①令和６年６月３０日（日）
渡島総合振興局

１７ ４

②令和６年１０月２７日（日） １８ ４

③令和７年３月２３日（日）

・渡島総合振興局
・ふるさと回帰支援センター
（東京都の会場と振興局をWEBで
つなぎ，オンライン相談を行う
他，函館市への移住相談も実施）

２２
（うち東京会場１）

６
（うち東京会場０）

合 計 ５７ １４

平 均 １９ ４．６

※ 周知状況
・函館会場：函館市広報誌掲載ほか，タウン誌・FMいるか等
・東京会場：同所内へのチラシ・ポスター・メルマガ等掲載
※東京会場は就職相談が１件となった一方，移住相談は４件であった。使用できる会場が，「移住」を主
とした相談機関であったことから，職種を限定することとなる相談はハードルが高かったことが想定される。

13（※資料：渡島総合振興局）



・４項目のうち（最終年度に評価を行うものを除く），２項目についてはすでに達成
されていることから，今後もその状態を維持する必要がある。
・一方，未達成である２項目「乗合バス事業経常収支率」・「公共交通ドライバーの
確保に向けたイベントの参加人数」については，計画年度中の達成に向け，内容の
改善を図りつつに施策の実施を継続する必要がある。

３-６. 令和６年度の評価指標毎の達成状況

評価指標 現状値 目標値 令和６年度評価 達成状況

１
公共交通利用者数の減
少率と
人口減少率の差

公共交通
利用者数の減少率
＞ 人口減少率

公共交通
利用者数の減少率
≦ 人口減少率

（令和10年度）

公共交通
利用者数の減少率

(▲21.71%)
＜

人口減少率(3.27%)

達成

２
乗合バス事業
経常収支率

67.6%
（令和元年度）

75%
（令和10年度）

70.45％
未達成

※前年度からは
上昇

３
主要交通結節点
利用者数

5,224人/日
（令和3年度）

5,750人/日
（令和10年度）

6,129人／日 達成

４
公共交通利用者の
満足度

22%
（令和4年度）

30%
（令和10年度）

※最終年度にアンケート調査を実施して評価

５
公共交通ドライバーの
確保に向けたイベントの
参加人数

－
30人/回

（令和10年度）
１９人／回 未達成

14



・令和６年度の施策の実施状況については，西部地区ＡＩデマンド交通の実証運
行を行ったほか，運転手免許補助金の創設，バスの乗り方教室の開始など，新たな
取組が実施された。
・評価指標においては，2項目が目標を下回っていることから，次年度以降で改善を
図る必要がある。
・令和6年度評価について，下記のとおり取りまとめ，北海道運輸局へ提出したい。

４ 全体評価

15

＜地域公共交通計画の評価等結果の様式＞

函館市地域公共交通計画の評価等結果（令和６年４月～令和７年３月）

目標 目標を達成するための取組 調査方法 達成状況・分析 評価・次年度に向けた課題や取組 備考

公共交通利用者数の
減少率 ≦
人口減少率

函館市バス生活路線維持費補
助金の交付，路線バス乗り方教
室の開催など

路線バスおよび路面電車利
用者数を確認

達 成
（公共交通利用者数の減少
率▲21.71%)＜（人口減少

率3.27%)

達成状況を維持するため，施策の実施を
継続する。

乗合バス事業経常収支率
≧ ７５％

函館市バス生活路線維持費補
助金の交付など

函館バス（株）の乗合バス
事業の経常収支率を確認

未達成
（70.45％）

収支率は前年度より上昇傾向にあるものの，
目標値へ近づけるため，利用促進等の施
策を実施する。

主要交通結節点利用者数
≧ 5,750 人/日

路線バス乗り方教室の開催，ス
マートバス停の設置など

４箇所の主要バス停の総利
用者数（バスICカード利用
者）を確認

達 成
（6,129人／日）

達成状況を維持するため，施策の実施を
継続する。

公共交通利用者の満足度
≧ ３０％

－ － － －
最終年度（令和10年度）

に市民アンケートを実施

公共交通ドライバーの
確保に向けたイベントの
参加人数 ≧ 30 人/回

バス運転手合同就職相談会の
開催・函館市公共交通運転手
確保事業費補助金の支出など

公共交通ドライバー募集に関
するイベントの参加人数を確
認

未達成
（19人／回）

参加人数の増加へ向け，周知方法や開
催方式の見直しを行う。



（参考）地域公共交通網形成計画 数値目標(H27~R5)の達成状況
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目標 目標を達成するための取組 調査方法 達成状況・分析

①路線バス利用者数の減少率

　≦人口減少率
函館バス㈱の路線バス利用者数を確認

達成

路線バス利用者数の減少率(2.93％)

＜ 人口減少率(19.16％)

②乗合バス事業収支率

（81.8％）

函館バス（株）の乗合バス事業の経常収支率

を確認

未達成

（67.1％）

③整備後の交通拠点利用者数

・五稜郭周辺 2,602 人／日

・美原周辺 1,122 人／日

・湯川周辺 829 人／日

４箇所の主要バス停の総利用者数（バスIC

カード利用者）を確認

五稜郭周辺 2,324人／日（未達成）

美原周辺 1,397人／日（達成）

湯川周辺 612人／日（未達成）

④乗車カード利用率

（64.9％）
函館バス㈱における乗車カード利用率を確認

達成

（67.8％）

⑤路線バスや市電に対する満足度

（24.8％）
市民アンケート調査結果を確認

未達成

（22.4％）

⑥東部地区における

　路線バスに対する満足度

（15.2％）

・地域の特性に応じた交通ネットワークの構

築
市民アンケート調査を確認

未達成

（14.3％）

⑦出前講座，ノーマイカーデー，

　イベントの実施回数

（12回）

・新たな需要創出に向けた利用促進および

市民意識の醸成

出前講座，ノーマイカーデー，イベントの実施回

数を確認

未達成

（８回／年）

・交通結節機能とサービスレベルの向上によ

る，効率的で持続可能な交通ネットワーク

の構築

・交通機関相互の連携強化



函館市地域公共交通協議会規約の改正について 

 

（１）改正箇所  

 ・第６条（役員） 

 ・附則（改正日の追記） 

 

 

（２）改正内容  

ア 副会長の増員について 

当協議会の役員について，規約第６条により，副会長は１名を置き，会長の

補佐等を行うこととされているが，所属組織における異動等により，副会長が

不在となる期間が生じる可能性があるほか，仮に副会長が会長代理を務めた

場合に，副会長が不在となることから，副会長を２名へ変更する。 

また，変更後に会長が不在となった際は，副会長のうち１名が職務を代理す

ることとなるが，代理する者は会長があらかじめ指定するものとする。 

 

イ 役員の空席期間の対応について 

  当協議会の委員任期は，規約第５条により２年とされ，役員については，規

約第６条に基づき，委員改選後に互選等により定めるものとされている。これ

により，改選後の役員については，改選後の協議会における議決まで空席とな

ってしまうことから，役員である委員が改選後も引き続き委員を務める場合，

役員選任までの間については，当該委員がその職務を行っていたが，これを明

文化するものである。 

 

 

（３）改正時期  

  次回総会時の議決をもって改正する。 
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函館市地域公共交通協議会規約 

 

 （目的） 

第１条 函館市地域公共交通協議会（以下「協議会」という。）は，地域公共交

通の活性化及び再生に関する法律（平成19年法律第59号。以下「活性化再生

法」という。）第６条第１項の規定に基づき，地域公共交通計画の策定および

実施に関する協議を行うとともに，道路運送法（昭和26年法律第183号）の規

定に基づき，函館市内における生活交通の確保方策等についての検討および

地域の実情に即した輸送サービスの実現に必要となる事項について協議し，

函館市における持続可能な公共交通網の形成に資する取組を推進するため設

置する。 

 （事務所） 

第２条 協議会は，事務所を函館市東雲町４番１３号函館市役所内に置く。 

 （事業） 

第３条 協議会は，第１条の目的を達成するため，次に掲げる事業を行う。 

(1) 函館市内におけるバス生活路線の確保方策およびサービスの充実に関す

る協議 

(2) 路面電車の活性化および走行環境等の改善に関する協議 

(3) 前２号に掲げるもののほか，陸上交通の確保およびバリアフリー化に関

する協議 

(4) 地域公共交通計画の策定および変更，調査等に関する事業の実施ならび

に協議 

(5) 地域公共交通計画に掲げられた事業の実施および連絡調整 

(6) 道路運送法の規定に基づく地域の実情に応じた適切な乗合旅客運送の態

様および運賃・料金等に関する協議 

(7) 前６号に掲げるもののほか，協議会が必要と認めること 

（組織） 

第４条 協議会の委員は，次に掲げる者をもって構成する。 

(1) 学識経験を有する者 
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(2) 一般旅客自動車運送事業者およびその組織する団体 

(3) 一般旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転手が組織する団体 

(4) 旅客鉄道事業者 

(5) 住民または利用者の代表 

(6) 北海道運輸局長の指名する職員 

(7) 渡島総合振興局長の指名する職員 

(8) 函館市長の指名する職員 

(9) 函館市企業局長の指名する職員 

(10) 道路管理者 

(11) 港湾管理者 

(12) 交通管理者  

(13) その他協議会が特に必要と認める者 

 （委員の任期） 

第５条 委員の任期は２年とする。ただし，委員に欠員が生じた場合の補欠の

委員の任期は，前任者の残任期間とする。 

２ 委員は，再任することができる。 

 （役員） 

第６条 協議会に次に掲げる役員を置く。 

(1) 会長   １名 

(2) 副会長  １ ２名 

(3) 監事   ２名 

２ 会長は，委員の互選により定め，副会長は，会長が指名する。 

３ 会長は，協議会を代表し，会務を総理する。 

４ 副会長は，会長を補佐し，会長に事故があるとき，または会長が欠けたと

きは，その職務を代理する。なお，副会長２名のうち，会長代理を務める副会

長については，あらかじめ会長が指定するものとする。 

５ 監事は，委員の互選により定める。 

６ 監事は，協議会の会計を監査する。 

７ 会長，副会長および監事は，相互に兼ねることはできない。 
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８ 役員を務めた委員の任期が満了となり，当該委員が引き続き委員を務める

場合，後任者が就任するまでは，当該委員がその職務を行うものとする。 

 

 （総会） 

第７条 協議会の意思決定機関は総会とし，総会は会長が招集する。 

２ 総会の議長は，会長がこれを務める。 

３ 総会は，委員の過半数の出席がなければ，開くことができない。 

４ 総会の議事は，出席委員（代理人を含む。）の過半数で決し，可否同数の場

合は，会長の決するところによる。 

５ 会長は，必要に応じて関係者の出席を求め，意見等を聴取することができ

る。 

６ 会長は，次のいずれかに該当するときは，委員の書面表決により総会議決

とすることができる。なお，議決にあたっては第４項の規定を準用する。こ

の場合において，同項中「総会」とあるのは「書面総会」と，「出席委員」と

あるのは「賛否または意見を提出した委員」と読み替えるものとする。 

 (1) 協議会において事前に委員から書面による議決の了承を得ているとき。 

 (2) 緊急の議決を要し，かつ，会議の招集が困難なとき。 

(3) その他会長が軽易な事案と認めるとき。 

７ 会長は，前項による議決を行った場合は，その結果を書面により速やかに

委員に報告するものとする。 

 (分科会) 

第８条 協議会は，専門的な調査研究，協議または調整のため必要があると認

めるときは，分科会を置くことができる。 

２ 協議会は，分科会が処理する協議事項について，分科会があらかじめ協議

会から委任を受けた場合に限り，分科会の議決をもって協議会の議決とする

ことができる。 

３ 分科会の組織，運営その他必要な事項は，会長が別に定める。 

（ワーキンググループ） 

第９条 協議会の目的達成に必要な事項について協議するため，ワーキンググ
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ループを設置する。 

２ ワーキンググループ委員は，次に掲げる者をもって構成する。 

(1) 学識経験を有する者 

(2) 北海道運輸局長の指名する職員 

(3) 函館市長の指名する職員 

(4) その他会長が必要と認める者 

３ ワーキンググループは，必要に応じて関係者の出席を求め，意見等を聴取

することができる。 

 （協議結果の尊重義務） 

第10条 協議会で協議が整った事項について，協議会の委員は，その協議結果

を尊重しなければならない。 

  （事務局） 

第11条 協議会の庶務を処理するため，函館市企画部に事務局を置く。 

２ 事務局に関し必要な事項は，会長が別に定める。 

  （会計） 

第12条 協議会の経費は，負担金，補助金その他の収入をもって充てる。 

２ 協議会の会計年度は，４月１日から翌年の３月３１日までとする。ただし，

出納の閉鎖期日は，翌年度の５月３１日とする。 

３ 協議会の予算編成，現金の出納その他財務に関し必要な事項は，会長が別

に定める。 

 （報酬） 

第13条 協議会は，委員（代理人を含む。）が総会，分科会会議またはワーキ

ンググループ会議に出席したとき（第７条第６項に定める書面表決において

回答した場合を除く。ただし，内容が重要な場合等，報酬を支給する必要が

あると会長が判断した場合はこの限りではない。）は，１日につき金5,000円

の報酬を支給する。 

  （解散した場合の措置） 

第14条 協議会が解散した場合には，協議会の収支は解散の日をもって打ち切

り，会長であった者がこれを決算する。 
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  （補 則） 

第15条 この規約に定めるもののほか，協議会の運営に関し必要な事項は，会

長が定める。 

附 則 

１ この規約は，令和４年４月２５日から施行する。 

２ この規約の施行前に，函館市生活交通協議会で協議した事項については，

この規約の相当規定に基づいてなされたものとみなす。 

３ この規約の施行時に限り，第４条の規定にかかわらず，函館市生活交通

協議会において，公募により委員に就いていた者を引き続き協議会の委員

とする。 

４ この規約の施行時に限り，第５条の規定にかかわらず，委員の任期は，

この規約が施行された日から令和５年９月３０日までとする。 

５ この規程は，令和８年 月  日から施行する。 
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函館市地域公共交通協議会規約  新旧対照表  

改正案  現行  

第１～５条（略）  

 

 （役員）  

第 ６ 条  協 議 会 に 次 に 掲 げ る 役

員を置く。  

(1) 会長    １名  

(2) 副会長   ２名  

(3) 監事    ２名  

２  会長は，委員の互選により定

め，副会長は，会長が指名する。 

３  会長は，協議会を代表し，会

務を総理する。  

４  副会長は，会長を補佐し，会

長に事故があるとき，または会長

が欠けたときは，その職務を代理

する。なお，副会長２名のうち，

会 長 代 理 を 務 め る 副 会 長 に つ い

ては，あらかじめ会長が指定する

ものとする。  

５  監事は，委員の互選により定

める。  

６  監事は，協議会の会計を監査

する。  

７  会長，副会長および監事は，

相互に兼ねることはできない。  

８  役 員 を 務 め た 委 員 の 任 期 が

満了となり，当該委員が引き続き

委員を務める場合，後任者が就任

するまでは，当該委員がその職務

を行うものとする。  

 

第７～ 15 条  （略）  

第１～５条（略）  

 

（役員）  

第 ６ 条  協 議 会 に 次 に 掲 げ る 役

員を置く。  

(1) 会長    １名  

(2) 副会長   １名  

(3) 監事    ２名  

２  会長は，委員の互選により定

め，副会長は，会長が指名する。 

３  会長は，協議会を代表し，会

務を総理する。  

４  副会長は，会長を補佐し，会

長に事故があるとき，または会長

が欠けたときは，その職務を代理

する。  

 

 

 

５  監事は，委員の互選により定

める。  

６  監事は，協議会の会計を監査

する。  

７  会長，副会長および監事は，

相互に兼ねることはできない。  

（新  設）  

 

 

 

 

 

第７～ 15 条（略）  
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附  則  

１～４  （略）  

５  こ の 規 程 は ， 令 和 ８ 年  月   

日から施行する。  

 

附  則  

１～４  （略）  

（新  設）  

 

 

 

 


